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空き地の雑草管理で困っていませんか？
　空き地の適正な管理は所有者の責任ですが、高
齢で草刈りがままならない、土地が広くて手が回
らないなど、空き地の雑草の管理でお困りではあ
りませんか？
　市では、所有者に代わり空き地の除草作業を実
施しています。
■料金（令和元年度参考額）
　１㎡あたり年間120円（税抜）
※年度途中に申し込み、解約しても同額。
■管理の内容　年４回の雑草の刈払い
※刈り取った草の回収は行いません。回収は個別
に業者に依頼してください。
■申込条件　次のすべてに該当していること
・市の行政区域内
・建物や工作物、果樹、植木等のない更地
・笹竹等の繁茂による荒廃がなく、昨年まで適正
な管理が行われていた土地であること
※傾斜地や湿地等、通常の管理が困難な土地は除
きます。
■申込方法
　環境課に委託料とともに申請書を提出

不用品リサイクル情報
〈譲りたい〉
ダイニングテーブルセット、ハムスター飼育用品、電動介護ベッド、食器棚、
ダイニングテーブル、ダイニングチェア、テレビ台
〈譲ってほしい〉
原付スクーター、テレビ、テレビ録画機器、ソファ（１～２人掛け）、自転
車（大人用）24～26インチ、薬師寺幼稚園の制服・体操服（女児用）

ごみステーションを清潔に
　ごみステーションは、利用者の皆さまの協力に
より、清潔に保たれています。
　ごみ出しのルールは必ず守りましょう。
決められた分別で
　適正に分別がされていないとごみが回収されず、
ステーションに残ってしまいます。行政カレン
ダーやアプリで分別のしかたをよく確認しましょ
う。それでも分からないときや不安なときは、環
境課にご確認ください。
ストップ　ごみの後出し
　ごみは、決められた日の朝８時までに出しま
しょう。ごみの回収は種類ごとに行っているため、
ステーションに他のごみが残っていても、すでに
回収が終わっている後出しごみは回収されません。
びん・缶用のポリかごに他のごみを入れないで
　びん・缶は、個人のポリかごや各ごみステーショ
ンに用意されたコンテナに集まったものを回収し
ていますが、他の種類のごみが混入すると、すべ
てのごみが違反ごみと判断され、回収されません。
　びん・缶以外のごみは、絶対に入れないでくだ
さい。

生ごみ処理機器、コンポスト容器等
設置補助金
　家庭の台所等から出る生ごみを減らすため、コ
ンポスト容器や機械式生ごみ処理機を設置された
方に、補助金を交付しています。
■対象者
　市内に住所を有し、市税を完納している方（過
去５年間に本補助金を受けた方を除く）
■対象となる機器
　市が認める家庭用生ごみ処理機器１台
※ただし、コンポスト容器は２基とし、他の処理
機器とは別に数えます。
■補助金額　購入費の２分の１以内
■上限額
　機械式生ごみ処理機	 ３万円
　コンポスト容器	 6,000円（１基につき）

資源ごみの集団回収をご利用ください
　新聞等の古紙類、びん・缶、古布などは、リサ
イクルが可能な資源です。
　市では、現在、自治会や子ども会、小中学校な
ど約70団体が資源回収実施団体として登録し、回
収活動を行っています。できるだけお住まいの地
域で実施している集団回収に協力しましょう。
回収活動を市が支援！
　資源ごみの回収量に応じて、報奨金を交付して
います。回収重量１㎏につき５円（空びんは２本
で１㎏換算）です。
資源の持ち去り防止に効果
　集団回収に出された資源は、団体の所有物です。
　ごみ集積所からの資源の持ち去り対策としても
有効ですので、ぜひご利用ください。
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